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この手引で用いている略語は、次のとおりです。 

 法  ······························  法人税法（昭 40 法律第 34 号） 

 令  ······························  法人税法施行令（昭 40 政令第 97 号） 

 規 則  ··························  法人税法施行規則（昭 40 大蔵省令第 12 号） 

 措置法  ··························  租税特別措置法（昭 32 法律第 26 号） 

 措置法令  ························  租税特別措置法施行令（昭 32 政令第 43 号） 

 措置法規則  ······················  租税特別措置法施行規則（昭 32 大蔵省令第 15 号） 

 耐用年数省令  ····················  減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭 40 大蔵省令第 15 号） 

 震災特例法  ······················  東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律（平 23 法律第 29 号） 

 復興財源確保法  ··················  東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財

源の確保に関する特別措置法（平 23 法律第 117 号） 

 新信託法  ························  信託法（平 18 法律第 108 号） 

 特定非営利活動促進法一部改正法  ··  特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平 23 法律第 70 号） 

 地域再生法一部改正法  ············  地域再生法の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 号） 

 

( )注  この手引は、平成 27 年４月１日以後に終了する事業年度等分の法人税及び地方法人税の申告書別表に対応

しています。 
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 申告書用紙（連結中間申告書及び連結確定申告書においてのみ使用されるものを除きます。）の左上部の①か

ら⑥までの表示は次のことを意味しています。 

①……別表四の「仮計 22」の記載を了する前に記載する表で、その結果を別表四の「加算」又は「減算」の各

欄へ移記するものを示します。 

②……別表四の「仮計 22」の記載を了した後に記載する表で、その結果を別表四の「23」又は「24」の各欄へ

移記するものを示します。 

③……別表四の「仮計 25」の記載を了した後に記載する表で、その結果を別表四の「26」から「32」までの各

欄へ移記するものを示します。 

④……別表四の「合計 33」の記載を了した後に記載する表で、その結果を別表四の「34」又は「35」の各欄へ

移記するものを示します。 

⑤……別表四の「差引計 37」の記載を了した後に記載する表で、その結果を別表四の「38」へ移記するものを

示します。 

⑥……別表四の「総計 39」の記載を了した後に記載する表で、その結果を別表四の「40」から「45」までの各

欄へ移記するものを示します。 

 なお、同じ①と表示されたものの間では特に順序はありませんが、減価償却資産について圧縮記帳の適用を受

ける場合には、その圧縮限度超過額は償却費として損金経理をしたものとして取り扱われますので、別表十三

(一)～別表十三(十二)の圧縮記帳に関する明細書を別表十六(一)等の償却額の計算に関する明細書より先に記

載する必要があります。 
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